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        【タイトル】第１９回社会保障審議会年金部会の開催について 

☆***********************************************************************☆ 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

厚生労働省は２０２４年１１月５日、第１９回社会保障審議会年金部会を開催しました。 

今回の部会では、以下議事について議論が実施されました。 

（１）多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について 

（２）その他の制度改正事項について 

 

冒頭、事務局より、「社会保障審議会年金部会におけるアーカイブ配信について」（資料１） 

について、説明がありました。今回の部会から、試行的に、部会の音声記録のアーカイブ配 

信が実施されております。当部会の資料及び音声のアーカイブ配信ページについては、以下 

の厚生労働省ＨＰに掲載されております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241105.html 

 

 

１．多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について 

  （厚生労働省ＨＰ掲載 資料２を基に記載） 

 

 〇年金の給付水準の示し方に関連する論点について 

 ・第 15回年金部会において、いわゆるモデル年金以外の多様な年金額を広報する観 

点から、単身世帯の賃金水準に応じた年金額とその組み合わせに応じた多様な世帯 

構成の年金額をお示しした。その際に「若い世代がイメージしやすくなるために、 

例えば 20代、30代、40代と、特に家族形態やライフスタイルが大きく変化してい   

る年代別に、将来もらえる年金額や水準のモデルを示してはどうか。」といったご意 

見をいただいた。 

・令和６年財政検証において、各世代の老齢年金の平均額や分布の将来見通し（年 

金額分布推計）を作成したことから、これを活用し、将来の年金額をイメージでき 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241105.html


る年金額の示し方として、事務局で作成した検討例についてご議論いただきたい。 

 

〇年金額分布推計を踏まえた多様な年金水準 

〈2024年度に 65歳になり年金を受け取る者の例として、以下５例を追加〉 

 

男性：①厚年期間中心（主に会社員等を想定） 

②１号期間中心（主に自営業者等を想定） 

女性：③厚年期間中心（主に会社員等を想定） 

④１号期間中心（主に自営業者等を想定） 

⑤３号期間中心（主に会社員等に扶養される配偶者等を想定） 

   ※「中心」とは、各被保険者期間が２０年以上の者 

  

   〇現役世代の経歴類型の変化（女性／男性） 

  

２．その他の制度改正事項について（厚生労働省ＨＰ掲載 資料３を基に記載） 

 

 〇離婚時の年金分割の請求期限の延長 

  ・現行制度 

   離婚時の年金分割は、平成 16年度改正で創設された婚姻期間に係る厚生年金の計

算の元となる保険料納付記録（標準報酬）を分割する制度。年金分割が行われた場

合、分割後の標準報酬で算定した厚生年金を受給開始年齢から受け取ることとな

る。離婚時の年金分割の請求期限は、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥

期間が２年とされていることを踏まえ、離婚等をした日の翌日から起算して２年

以内となっている。 

 

  ・見直しの方向性 

民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の２年から５年に伸長さ

れること（※）に伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても現行の２年以内か

ら５年以内に伸長する。 

 

※当該法律は令和 6年 5月 24日に公布されており、当該改正に係る施行日につい

ては、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」

とされている。 

  

〇被用者年金一元化に伴う厚生年金拠出金の按分率に係る特例措置の終了 

    

 



３．委員からの意見（一部抜粋） 

 

 《多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について》 

  ・公的年金制度は複雑で難しく、国民に正しい認識がなかなか浸透していないというの

が現状だと思われる。財政検証の結果は公表されたが、未だに「年金はもらえない」 

   といった誤解も根強いと思われる。今回提示された資料２の内容については、本部会

で専門的な観点から議論を深めるためには適切であると思われる一方、国民に示し

たところで、どのくらいの方に理解いただけるかは不明。その様に思う理由は、提示

されている図表が平均値で作成されていることにあるのではないか。資料を見た人

が、自分に近いケースでイメージできるような示し方とするなど、分かりやすい広報

が必要。（例：大卒の方が、３０歳から〇年間育児で仕事を離れてその後職場復帰を

した場合、等）そのうえでより詳しく知りたい方は公的年金シミュレーターを活用し

試算していただくよう誘導するのがよい。 

  ・今回提示された年金水準については、あくまで 2024 年度に 65 歳になり年金を受け

取る人の例だということを強調するべき。 

  ・個人単位でかつ多様なライフコースごとに年金額を示していただき、よりリアルな給

付水準を知ることができた。年金額にかかる情報提供を充実させる見直しとして評

価できる。 

  ・今は世代の分断が進んでいて、「高齢者は年金をもらいすぎている」等のイメージが

先行し、年金に関する議論を難しくしていると感じている。高齢者でも単身、非婚の

方はどうなのか、氷河期世代の方はどうなのか等も示し、高齢者も若い方もいろいろ

なパターンがあるということを示して、年金の再分配機能にもより深い納得が得ら

れるようにするなど、年金に関する国民的議論に繋がればよい。 

 

《その他》 

・離婚時の年金分割の請求期限の延長、被用者年金一元化に伴う厚生年金拠出金の按

分率に係る特例措置の終了について、ともに、事務局が提示した見直しの方向性に

異論はない。制度改正によって想定外の悪影響が出ないように、実務面での検討も

しっかりと行っていただきたい。 

・離婚時年金分割について。離婚された方にはＤＶ等様々な事情があり、まずは離婚

を成立させることを優先し、財産分与請求を行っていない方が多数いる。３号分割

は請求だけで一方的に実施可能であるが、合意分割は元配偶者との協議がいるため、

請求の期限が２年から５年に延長されたとしても、なおハードルが高いものと思わ

れる。将来的には、分割される側の配偶者の老齢厚生年金の裁定前であれば、離婚

後５年以内に限らず請求を認めてもよいのではないか。 

 

 



 

最後に事務局より、次回の議題、日程については、追って連絡する旨の発言がありました。 
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